
神奈川県監査委員公表第２号 

 

監査の結果により講じた措置について 
 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 12項の規定に基づき、神奈川県知事から監査

の結果により措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 
  平成 28年２月 23日 

 

                                          神奈川県監査委員 真 島 審 一 
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                                          同               太 田 眞 晴 
                                          同               小 川 久仁子 

                                          同        茅 野   誠 

                                              

１ 措置の対象となった監査の結果 

  平成 27年７月 24日（神奈川県公報号外第 62号）神奈川県監査委員公表第 18号で公表した
不適切事項又は要改善事項のうち教育委員会を除く 18箇所に係る 29事項 

 
２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

(1) 総務局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県

相模原県
税事務所 

平成 27 年２月５日

（平成 26 年 12 月
17日職員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、
行政財産の目的外使用許

可に係る使用料の調定に

当たり、収入科目を誤っ
ているものが２件、1,965

円あった。また、そのう
ち調定が３月を超えて遅

れているものが１件、969

円あった。 

 

不適切事項の収入科目の誤り
については、諸規定の確認が不

十分であったことによるもので

あり、平成 27 年１月 26 日に暖
房施設等庁費立替収入と行政財

産使用料とに分ける科目更訂処
理を行った。 

また、調定の遅れについては、

進行管理が不十分であったこと

によるものである。 
今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認
体制を強化するとともに、進行

管理を徹底することにより、適

正な事務執行に努めることとし
た。 

神奈川県
平塚県税

事務所 

平成 27 年４月 28
日（平成 27 年２月

９日職員調査） 

（不適切事項） 
税務事務において、法

人事業税の申告内容の調

査等に当たり、二以上の

都府県に事務所等を有し

て事業を行う法人に係る

課税標準額の分割基準の

誤りを看過し、必要な措

置を講じていなかったた
め、１件、10,000円が徴

収不足であった。 

 
不適切事項については、申告

内容の確認が不十分であったこ

とにより、課税標準額の分割基

準の誤りを看過したものであ 

り、徴収不足分については、速

やかに調査・指導したところ、

法人から自主的に平成27年３月

16日に修正申告書の提出があっ
た。なお、納付は、平成27年３

月13日に行われた。 

今後は、このようなことがな
いよう、複数の職員による確認

を徹底することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

 



 (2) 安全防災局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県

総合防災
センター 

平成 27年２月６日

（平成 27年２月５
日及び同月６日職

員調査） 

(不適切事項) 
物品管理事務におい 

て、重要物品１点（台帳
価額8,490,000円（平成元
年取得価格））の不用の
決定に当たり、神奈川県
財務規則の規定により本
庁機関の課長の承認が必
要であるにもかかわら 
ず、所長の決裁のみによ
り決定していた。 

 

不適切事項については、神奈
川県財務規則の理解が不十分で
あったことによるものであり、
不用の決定については、監査 
後、同規則の規定に基づき、本
庁機関の課長の承認を受けた。 
今後は、このようなことがな

いよう、所内研修を実施し、規
則の理解の向上を図るととも 
に、複数の職員による確認体制
を強化することにより、適正な
事務執行に努めることとした。 

 (3) 県民局 
出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県
平塚児童

相談所 

平成 27年２月 13日
（平成 27年２月 12

日及び同月 13日職
員調査） 

（不適切事項） 
  財産管理事務において、

行政財産の目的外使用許
可の手続を行わずに防犯

灯が設置されているもの

が１件あった。 

 
不適切事項については、行政

財産の管理に当たり、現状確認
が不十分であったことによるも

のであり、設置者からの行政財

産目的外使用許可申請を受け、
平成27年２月18日に目的外使用

許可を行った。 
今後は、このようなことがな

いよう、定期的に現状確認等を

行うことにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

神奈川県
厚木児童

相談所 

平成 27年３月 23日
（平成 27年１月 16

日職員調査） 

（不適切事項） 
  支出事務において、非常

勤職員の報酬の支払に当

たり、源泉徴収税額表の適
用を誤り、所得税及び復興

特別所得税８件、3,838円
が徴収不足であった。 

 
不適切事項については、源泉

徴収税額表の確認が不十分であ

ったことによるものであり、所
得税及び復興特別所得税の不足

分については、平成27年２月６
日に本人から徴収した。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認
を徹底することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

 (4) 環境農政局 
出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県

農業技術

センター 

平成 27 年１月 28日

（平成 26年 12 月９

日及び同月 10 日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、エレ

ベーター２台の保守点検

業 務 委 託 （ 契 約 金 額

492,480 円）について、う

ち１台が故障により使用

できないにもかかわらず、

 

不適切事項については、エレベ

ーターの状況に合わせた対応が

不十分であったことによるもの

である。 

今後は、このようなことがない

よう、保守点検業務の契約の内容



修理しないまま保守点検

を実施し、当該エレベータ

ー分として 164,160 円を

支払っており、不適切な事

務処理となっていた。 

を状況に合わせて見直すととも

に、複数の職員による確認体制を

強化することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

神奈川県

立かなが

わ農業ア

カデミー 

平成 27 年４月６日

（平成 27 年１月 13

日職員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、

次のとおり誤りがあった。 

１ 洗浄施設（実験用流し

台２箇所）の設置に当た

り、事前に水質汚濁防止

法に基づく届出を行っ

ていなかった。 

２ 発酵施設（面積 147 ㎡

（常用））及び乾燥施設

（畜糞乾燥機１箇所）で

の作業に当たり、神奈川

県生活環境の保全等に

関する条例に基づく設

置許可を受けていなか

った。 

 

不適切事項の財産管理事務につ

いては、次のとおり措置した。 

１  洗浄施設については、関係法

令についての理解が不十分であ

ったことによるものであり、平

成 27 年６月 19 日に特定施設の

届出を行った。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係法令の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努め

ることとした。 

２  発酵施設及び乾燥施設につい

ては、県条例についての理解が

不十分であったことによるもの

である。 

今後は、このようなことがな

いよう、県条例の理解の向上を

図るとともに、複数の職員によ

る確認体制を強化することに

より、適正な事務執行に努める

こととした。 

神奈川県

畜産技術

センター 

平成 27年１月 26日

（平成 26年 12月 16

日職員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、自家

用電気工作物精密点検業

務委託の契約の締結に当

たり、競争入札を行うべき

ところ、見積合せを行い随

意 契 約 （ 契 約 金 額   

1,058,400円）により契約

していた。  

 

 

不適切事項については、神奈川

県財務規則の理解が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、神奈川県財務規則の理解の

向上を図るとともに、複数の職員

による確認体制を強化することに

より、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

 (5)  保健福祉局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施
箇所名 

監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神 奈 川 県

厚 木 保 健

福 祉 事 務
所 

平成27年１月26日(

平成26年12月９日及

び同月10日職員調査
） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、庁

用自動車運行管理業務
委託の契約（契約金額

4,412,880 円）の締結に

当たり、設計額の積算を

誤り、設計額が 16,913

円過大のまま契約を締
結していた。 

２ 庶務事務において、次
のとおり誤りがあった。 

(1) 非常勤職員の雇用

に当たり、基本報酬

 
不適切事項については、次の

とおり措置した。 
１ 契約事務については、設計
額の積算過程において、確認
が不十分であったことから、
設計額が過大となったもので
ある。 
今後は、このようなことが

ないよう、設計額の構成を見
直し、複数の職員による確認
体制を強化することにより、
適正な事務執行に努めること



額の適用を誤ったた

め、10件、78,870円

が支給不足であっ

た。 

(2) 一般管理費で雇用

している非常勤職員

の本人負担分に係る

雇用保険料につい
て、人材課の雇用保

険料として控除すべ

きところ、受入所属

を誤り、厚木保健福

祉事務所の雇用保険
料として控除処理し

ているものが８件、

67,332円あった。 

とした。 
２ 庶務事務については、次の
とおりである。 
(1) 非常勤職員の雇用につい
ては、報酬単価の取扱いに
関する理解が不十分だった
ことによるものであり、不
足分については、平成26年
12月 25日に本人に支給し 
た。 
今後は、このようなこと

がないよう、関係規定等の
理解の向上を図るととも 
に、複数の職員による確認
体制を強化することによ 
り、適正な事務執行に努め
ることとした。 

(2) 雇用保険料の受入所属の
誤りについては、受入所属
の確認が不十分だったこと
によるものであり、所属更
訂処理の依頼を会計局に行
い、平成27年１月15日に処
理済であることを確認し  
た。 

  今後は、このようなこと
がないよう、複数の職員に
よる確認を徹底することに
より、適正な事務執行に努
めることとした。 

神 奈 川 県
立 平 塚 看

護 専 門 学

校 

平成27年１月28日(
平成26年12月16日職

員調査） 

（不適切事項） 
物品管理事務において、

物品 34 点（総評価額

562,000円）の寄附受入れ

に当たり、神奈川県財務規
則の規定により本庁機関

の部長の承認が必要であ
るにもかかわらず、校長の

決裁のみにより決定して

いた。 

 
不適切事項については、寄附に

よる物品の取得に当たり、神奈川

県財務規則の理解が不十分であ

ったことから、校長の決裁のみに
より決定したものである。 

今後は、このようなことがない
よう、規則の理解の向上を図ると

ともに、複数の職員による確認体

制を強化することにより、適正な
事務執行に努めることとした。 

神 奈 川 県

精 神 保 健

福 祉 セ ン

ター 

平成27年１月21日(

平成26年12月10日及

び同月11日職員調査

） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、

行政財産の目的外使用

許可に伴う精神保健福

祉センター庁費の立替
収入の徴収に当たり、平

成 26 年度の歳入として

整理すべきところ、歳入

の所属年度を誤り平成
25 年度の歳入としてい

るものが１件、 20,520

円あった。 
２ 庶務事務において、公

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、出納

閉鎖期間における収入の年度
区分についての認識が不十分

だったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数職員による確認を
徹底することにより、適正な事

務執行に努めることとした。 

２ 旅費については、経路の確認
が不十分だったことによるも



務出張に当たり、非常勤

職員の勤務先から直接

出張先への経路で算定

すべきところ、在勤庁を

出発地とする経路で算

定していた。 

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数職員による確認を

徹底することにより、適正な事

務執行に努めることとした。 

 (6) 産業労働局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県

立産業技

術短期大

学校 

平成 27年３月 24日

（平成 27 年１月 20

日職員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、空調

設備等保守点検業務委託

（契約金額 2,365,200 円）

における平成 26 年９月分

の委託料１件（25,920 円

）の支払に当たり、履行確

認後３月を超えて支払っ

ていた。また、契約で定め

られた受託者からの作業

報告書ではなく、受託者が

再委託した者からの報告

書に基づいて履行確認を

行っていた。 

 

不適切事項については、職員の

業務に対する認識不足及び進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、複数職員による進行管理、

履行確認を徹底するとともに、受

託者に対する連絡調整、指導を密

に行い、適正な事務執行に努める

こととした。 

 (7) 県土整備局 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神 奈 川 県

横 須 賀 土

木事務所 

平成 27年２月４日（平

成 26 年 12 月 17 日か

ら同月 19 日まで職員

調査） 

（不適切事項） 

１  財産管理事務におい

て、観音崎公園の占用許

可に当たり、占用料の算

定を誤って許可してい

た。これにより、占用料

１件、6,570 円を過大に徴

収していた。 

２ 庶務事務において、公

務出張に当たり、人事給

与システムによる所定の

手続を行わなかったた

め、旅費２件、400円を支

給していなかった。 

 

  不適切事項については、次のとお

り措置した。 

１ 財産管理事務については、占

用の許可に当たり、対象となる物

件を誤認したことによるもので

あり、許可面積について変更許可

を行うとともに、過大徴収分につ

いては、平成 27年２月 20日に占

用者に還付した。 

    今後は、このようなことがない

よう、許可すべき物件の現状を十

分に確認するとともに、複数の職

員による確認体制を強化するこ

とにより、適正な事務執行に努め

ることとした。 

２ 旅費については、平成 27年１ 

月 23日に本人に支給した。 

   今後は、このようなことがない

よう、公務出張における所定の手

続の厳守を改めて周知徹底する

とともに、職員の日程を所属内で

共有し、複数の職員による確認体

制を強化することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

神 奈 川 県

厚 木 土 木

事務所 

平成 27 年１月 23 日

（平成 26年 12月２日

から同月４日まで職

（不適切事項） 

１ 収入事務において、行

政財産の目的外使用許

 

 不適切事項については、次のとお

り措置した。 



員調査） 可に伴う光熱水費等の

調定が３月を超えて遅

れているものが１件、

30,866円あった。 

２ 契約事務において、次

のとおり誤りがあった。 

(1) 不動産鑑定評価業

務の実施に当たり、

報酬額の算定を誤

ったため、１件、

31,320 円が支払不

足であった。また、

内容に不備のある

不動産鑑定評価書

を受理しており、履

行確認が適正に行

われていなかった。 

 (2) 庁舎保守管理等

業務委託の契約（契

約 金 額 9,366,840 

円）の締結に当たり、

労働者派遣と請負に

より行われる事業と

の区分に関する基準

(労働省告示)に照ら

して不適切な条項が

あった。 

１ 収入事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

    今後は、このようなことがない

よう、進行管理を徹底するととも

に、複数の職員による確認体制を

強化することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

２ 契約事務については、次のと

おりである。 

  (1) 不動産鑑定評価業務につい

ては、一発注で複数地点を鑑

定評価する場合は、評価の過

程で取引事例等の資料が共有

できるものと認識していたた

め、複数地点割引を適用し発

注したことによるものであ

り、実際の成果品には資料は

共有されておらず、割引が適

用されないことを、成果品の

受理及び履行確認において見

過ごしたことによるものであ

る。また、不足分については、

平成 27 年４月３日に支払を

した。 

     今後は、このようなことが

ないよう、積算時の算定方法

の理解の向上を図るととも

に、一発注で複数地点の鑑定

評価を依頼する場合は、報酬

額を算定する段階において、

評価の過程で共用できる資料  

の有無を確認のうえ報酬額を

算定することを徹底すること

により、適正な事務執行に努

めることとした。 

 (2)  庁舎保守管理等業務委託契

約については、関係法令の理

解が不十分であったことによ

るものであり、平成 27 年３月

30日に変更契約を締結した。 

     今後は、このようなことが

ないよう、関係法令の理解の

向上を図るとともに、複数の

職員による確認体制を強化す

ることにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

神 奈 川 県

厚 木 土 木

事 務 所 津

久 井 治 水

センター 

平成 27 年１月 23 日

（平成 26 年 12 月 12

日及び同月 15 日職員

調査） 

（不適切事項） 

 庶務事務において、非常勤

職員報酬の加給の支給に当

たり、支給期日を遅延して支

給したものが１件、298,680

円あった。 

 

 不適切事項については、進行管理

が不十分であったことによるもので

ある。 

 今後は、このようなことがないよ

う、進行管理を徹底するとともに、

複数の職員による確認体制を強化す

ることにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

神 奈 川 県 平成 27 年１月 23 日（不適切事項）  



厚 木 土 木

事 務 所 東

部 セ ン タ

ー 

（平成 26年 12月８日

から同月 10 日まで職

員調査） 

 財産管理事務において、県

立公園の駐車場の管理許可

に当たり、使用料の算定を誤

って許可していた。これによ

り使用料１件、201円が徴収

不足であった。 

 不適切事項については、管理許可

の使用料に関する規定の理解が不十

分であったことによるものであり、

不足分については、平成 27 年 1 月

14日に収入した。 

 今後は、このようなことがないよ

う、関係規定の理解の向上を図ると

ともに、複数の職員による確認体制

を強化することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

神 奈 川 県

県 西 土 木

事務所 

平成 27 年３月 19 日

（平成 27年２月６日、

同月９日及び同月 10

日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 財産管理事務において、

環境省関係浄化槽法施行

規則の定めに基づく活性

汚泥方式の浄化槽の保守

点検を週１回以上実施す

べきところ、平成 26 年４

月から同年 10 月までの間

実施していなかった。 

２ 庶務事務において、公務

出張に当たり、人事給与シ

ステムによる所定の手続

を行わなかったため、旅費

１件、200 円を支給してい

なかった。また、公用車を

利用した経路と旅行命令

の経路が異なっているも

のなどがあった。 

（要改善事項） 

「足柄上合同庁舎警備業

務等契約における設計額

積算に関する件」 

足柄上合同庁舎警備業

務及び同庁舎第二別館の

受付業務委託における設

計額の積算について、改

善が必要と認められるも

のがあった。 

（以下省略） 

 

不適切事項については、次のとお

り措置した。 

１ 財産管理事務については、関係

法令の理解及び業務の進行管理が

不十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがない

よう、関係法令の理解の向上を図

るとともに、進行管理表を作成

し、複数の職員による確認体制を

強化することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

２ 不支給の旅費については、平成

27年３月６日に本人に支給した。

また、旅行命令の経路の誤りにつ

いては、本人が修正した。 

今後は、このようなことがない

よう、公務出張における所定の手

続の厳守を改めて周知徹底する

とともに、複数の職員による確認

体制を強化することにより、適正

な事務執行に努めることとした。 

 

  要改善事項については、積算書

中の仮眠時間数と仕様書から算出

される仮眠時間数が一致していな

かったことによるものであり、積

算書と仕様書の内容が一致するよ

う、平成 27年度から積算を是正し

た。また、夜勤手当及び宿直手当

については、足柄上合同庁舎の再

整備に伴う警備内容の変更等が見

込まれることから、同様な業務を

委託している他所属の手当の積算

状況等も踏まえ、平成 28 年度の契

約に向けて、より合理的な積算方

法を検討することとした。 

神 奈 川 県

横 浜 川 崎

治 水 事 務

所 川 崎 治

水 セ ン タ

ー 

平成 27 年３月 18 日

（平成 27年２月 16日

及び同月 17 日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、河川

法に基づく土地占用料

（212,260 円）に係る延滞

金を徴収していないもの

が２件、3,000 円あった。 

２ 契約事務において、オイ

ルタンク漏洩点検及びボ

イラー総合開放点検業務

 

不適切事項については、次のとお

り措置した。 

１ 収入事務については、進行管理

が不十分であったことによるもの

であり、平成 27年３月 16日及び

同年４月６日に納付された。 

   今後は、このようなことがない

よう、進行管理を徹底するととも



委託（契約金額 342,900

円）の実施に当たり、ボイ

ラー総合開放点検報告書

の提出を受けていないに

もかかわらず、契約金額を

支払っていた。 

３ 庶務事務において、公務

出張に当たり、人事給与シ

ステムによる所定の手続

を行わなかったため、旅費

１件、859 円を支給してい

なかった。 

に、複数の職員による確認体制を

強化することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

２ 契約事務については、神奈川県

財務規則等関係規定の理解が不十

分であったことによるものであ

る。 

   今後は、このようなことがない

よう、関係規定の理解の向上を図

るとともに、複数の職員による確

認体制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることとし

た。 

３ 旅費については、平成 27年３月

３日に本人に支給した。 

   今後は、このようなことがない

よう、公務出張における所定の手

続の厳守を改めて周知徹底すると

ともに、複数の職員による確認体

制を強化することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

 


